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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第106期
第２四半期
連結累計期間

第107期
第２四半期
連結累計期間

第106期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 801,923 798,742 1,628,027

経常利益 (百万円) 19,083 20,616 47,441

四半期(当期)純利益 (百万円) 9,983 11,315 26,949

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 7,766 7,061 24,974

純資産額 (百万円) 482,243 495,881 494,205

総資産額 (百万円) 1,152,170 1,219,318 1,230,964

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 9.57 10.85 25.85

自己資本比率 (％) 40.75 39.56 39.10

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 29,735 32,650 97,806

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △14,803 △21,020 △31,563

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △8,715 △5,029 10,129

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 114,115 188,729 181,614

　

回次
第106期
第２四半期
連結会計期間

第107期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 4.23 5.96

(注)  １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載して

　　おりません。

　　　３．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記

　　載しておりません。

　
２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景として、公共投資や設

備投資を中心に緩やかな回復の動きがみられましたが、海外経済の減速や長引く円高の影響等により、景

気は停滞感を示しながら推移いたしました。

物流業界におきましては、国内貨物の輸送需要は、前年度における大幅減の反動により、わずかながら

増加したものの、依然として低い水準にあり、復興にともなう輸送需要も弱い動きにとどまっておりま

す。また、国際貨物の輸送需要についても、欧州債務危機問題やアジアを中心とした新興国における経済

成長の鈍化を受けて、輸出の一部で前年を下回るなど、厳しい状況で推移いたしました。

このような経営環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間は、運送セグメントのうち、国

内会社においては、前年同四半期に比べ、複合事業、重量品建設、航空、海運の各セグメントでは減収とな

りましたが、警備輸送セグメントでは増収となりました。海外会社においては、前年同四半期に比べ、欧州

セグメント、東アジアセグメントでは減収となりましたが、米州セグメント、南アジア・オセアニアセグ

メントでは増収となりました。また、販売セグメントにおいては、前年同四半期に比べ、石油販売数量の増

加等により増収となりました。

この結果、売上高は7,987億円と前年同四半期に比べ31億円、0.4％減収となりましたが、経常利益につ

いては、206億円と前年同四半期に比べ15億円、8.0％増益となりました。また、四半期純利益については、

113億円と前年同四半期に比べ13億円、13.3％の増益となりました。
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報告セグメントの業績概況は以下のとおりであります。

　

（売上高の明細）

　

前第２四半期
連結累計期間

(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

（百万円）

当第２四半期
連結累計期間

(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

（百万円）

増　減
（百万円）

増減率(％)

運送

国内会社

複合事業 350,021 346,034△3,987 △1.1

警備輸送 29,394 29,411 17 0.1

重量品建設 19,362 19,177 △185 △1.0

航空 101,521 93,535△7,986 △7.9

海運 63,894 63,044 △850 △1.3

海外会社

米州 21,457 26,085 4,627 21.6

欧州 23,269 22,242△1,027 △4.4

東アジア 36,008 34,423△1,584 △4.4

南アジア・
オセアニア

21,319 22,615 1,296 6.1

販売 177,241 183,7676,526 3.7

その他 19,564 19,126 △437 △2.2

合計 863,056 859,465△3,591 △0.4

 

（セグメント利益(営業利益)の明細）

　

前第２四半期
連結累計期間

(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

（百万円）

当第２四半期
連結累計期間

(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

（百万円）

増　減
（百万円）

増減率(％)

運送

国内会社

複合事業 1,766 1,511 △254 △14.4

警備輸送 1,122 923 △198 △17.7

重量品建設 1,777 1,839 61 3.5

航空 1,225 1,888 662 54.0

海運 3,155 3,085 △69 △2.2

海外会社

米州 432 978 545 126.3

欧州 932 569 △362 △38.9

東アジア 783 795 11 1.5

南アジア・
オセアニア

564 1,040 475 84.2

販売 3,080 3,288 207 6.7

その他 543 638 95 17.6

合計 15,384 16,560 1,176 7.6

 

EDINET提出書類

日本通運株式会社(E04319)

四半期報告書

 4/29



　

１．複合事業（運送、国内会社）

前年の震災の反動により鉄道取扱等は増加しましたが、国内需要の減少から自動車運送の取扱いが

減少したこと等から、売上高は3,460億円と前年同四半期に比べ39億円、1.1％の減収となり、営業利益

は15億円と前年同四半期に比べ2億円、14.4％の減益となりました。

２．警備輸送（運送、国内会社）

サービス単価の下落はあるものの輸送需要の増加等により、売上高は294億円と前年同四半期に比べ

1千万円、0.1％の増収となりましたが、営業利益は9億円と前年同四半期に比べ1億円、17.7％の減益と

なりました。

３．重量品建設（運送、国内会社）

海外工事の取扱いが減少したこと等により、売上高は191億円と前年同四半期に比べ1億円、1.0％の

減収となりましたが、営業利益は18億円と前年同四半期に比べ6千万円、3.5％の増益となりました。

４．航空（運送、国内会社）

航空輸出貨物の取扱いが減少したこと等により、売上高は935億円と前年同四半期に比べ79億円、

7.9％の減収となりましたが、営業利益は18億円と前年同四半期に比べ6億円、54.0％の増益となりまし

た。

５．海運（運送、国内会社）

輸入貨物の取扱いが減少したこと等により、売上高は630億円と前年同四半期に比べ8億円、1.3％の

減収となり、営業利益は30億円と前年同四半期に比べ6千万円、2.2％の減益となりました。

６．米州（運送、海外会社）

株式取得したAGS社の貢献、及び航空貨物、海運貨物、倉庫の取扱いが好調に推移したこと等により、

売上高は260億円と前年同四半期に比べ46億円、21.6％の増収となり、営業利益は9億円と前年同四半期

に比べ5億円、126.3％の増益となりました。

７．欧州（運送、海外会社）

為替の影響等により、売上高は222億円と前年同四半期に比べ10億円、4.4％の減収となり、営業利益

は5億円と前年同四半期に比べ3億円、38.9％の減益となりました。

８．東アジア（運送、海外会社）

航空貨物の取扱いが低調に推移したこと等により、売上高は344億円と前年同四半期に比べ15億円、

4.4％の減収となりましたが、営業利益は7億円と前年同四半期に比べ1千万円、1.5％の増益となりまし

た。　

９．南アジア・オセアニア（運送、海外会社）

重量品建設の取扱いが好調に推移したこと等により、売上高は226億円と前年同四半期に比べ12億

円、6.1％の増収となり、営業利益は10億円と前年同四半期に比べ4億円、84.2％の増益となりました。

10．販売

石油販売数量が増加したことや、輸出梱包の取扱いが堅調に推移したこと等により、売上高は1,837

億円と前年同四半期に比べ65億円、3.7％の増収となり、営業利益は32億円と前年同四半期に比べ2億

円、6.7％の増益となりました。
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11．その他

ロジスティクスファイナンス事業が低調に推移したこと等により、売上高は191億円と前年同四半期

に比べ4億円、2.2％の減収となりましたが、営業利益は6億円と前年同四半期に比べ9千万円、17.6％の

増益となりました。

　
(注)１　記載金額には消費税等は含まれておりません。

２　第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載する事業セグメントのうち、従来の「航空・

旅行」について「航空」へ名称変更いたしました。当該変更は、名称変更のみであり、事業区分の方法に

変更はありません。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1兆2,193億円で、前連結会計年度末に比べ116億円、0.9％減

となりました。

流動資産は、5,825億円で、前連結会計年度末に比べ56億円、1.0％減、固定資産は6,367億円で、前連結会

計年度末に比べ60億円、0.9％減となりました。　

流動資産減少の主な要因は、売掛金の減少等によるものです。

固定資産減少の主な要因は、株価下落による投資有価証券の減少等によるものです。

流動負債は、4,156億円で、前連結会計年度末に比べ59億円、1.4％減、固定負債は、3,077億円で、前連結

会計年度末に比べ73億円、2.3％減となりました。

流動負債減少の主な要因は、買掛金の減少等によるものです。

固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、4,958億円で、前連結会計年度末に比べ16億円、0.3％増とな

りました。これは、利益剰余金の増加等によるものです。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,887億円とな

り、前年同四半期末に比べ746億円増加しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は326億円となり、前年同四半期に比

べ29億円収入が増加しました。その主な要因は、「税金等調整前四半期純利益」の増加等によるもので

す。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は210億円となり、前年同四半期に比

べ62億円支出が増加しました。その主な要因は、「固定資産の取得による支出」の増加等によるもので

す。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は50億円となり、前年同四半期に比

べ36億円支出が減少しました。その主な要因は、「コマーシャル・ペーパーの発行による収入」が発生し

たこと等によるものです。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重

し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的に

は株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けること

ができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある

ものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決

定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもあります。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様の

ために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えており

ます。

　
②基本方針の実現に資する取組み

当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みとして次の施策

を行っております。

Ａ　経営計画

当社グループは、中期経営計画である「日通グループ経営計画2012－新たなる成長へ－」を策定し、平

成22年４月１日から、この計画に総力をあげて取り組んでおります。この計画では、「グローバルロジス

ティクス企業としての成長」「戦略的環境経営の推進」「経営基盤の強化」「ＣＳＲ経営の推進」の４

つの基本戦略を掲げており、この各項目に日通グループが一体となって取り組むことで、新たなる成長に

向けて邁進いたします。

　

Ｂ　コーポレート・ガバナンス強化への取組み

ａ　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実・強化、コンプライアンスの徹底、経営の透明性確保が

重要であるとの認識に立ち、「迅速な意思決定によるスピード経営の実現」と「責任体制の明確

化」を基本方針としております。これらを実現するために、経営上の組織体制を整備し、必要な施策

を実施していくことを、最も重要な課題の一つと位置づけております。

　
ｂ　コーポレート・ガバナンスに関する具体的な施策の実施状況

当社は、取締役会、監査役会に加え、迅速な意思決定及び業務執行を目的として執行役員制を導入

しております。

　取締役会および執行役員会は、原則として毎月１回及び必要に応じて随時開催しております。また、

監査役会は、原則として３ヵ月に１回及び必要に応じて随時開催しております。

なお、コーポレート・ガバナンスの状況につきましては、当社ホームページに開示しております

コーポレート・ガバナンス報告書もご参照願います。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

当社は、平成20年４月11日開催の取締役会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（以

下「本プラン」といいます。）の導入を決議いたしました。また平成20年６月27日開催の第102回定時株

主総会ならびに平成23年６月29日開催の第105回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただ

き、本プランは、平成26年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで継続することとしております。

Ａ　本プラン導入の目的

当社は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が

適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間、ならびに大規模買付行為を行おうとする者と

の交渉の機会を確保するために、本プランを導入いたしました。

本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定

するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に

損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行う

ものです。

なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、

独立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者（実績のある会社経営者、

官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行

う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を

最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとして

おります。
　

Ｂ　本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み）

　ａ　本プランに係る手続き

（ⅰ）対象となる大規模買付等

本プランは、以下の（イ）または（ロ）に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為

（ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。）

がなされる場合を適用対象といたします。大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下「買付者

等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものといたします。

（イ）当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

（ロ）当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びそ

　　　　の特別関係者の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　

（ⅱ）「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大

規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面を提出してい

ただきます。
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（ⅲ）「本必要情報」の提供

上記（ⅱ）の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、一定の期間内

に当社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報を提供して

いただきます。

　

（ⅳ）取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、一定の評価期間内において、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点

から買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行い、大規模買付等に関する当社取締役会として

の意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知いたします。

　
（ⅴ）対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、当社取締役会に対して、対抗措置の発動の是非に対する勧告

を行うものといたします。

　
（ⅵ）取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企業価値

・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うも

のといたします。

　
　ｂ　本プランにおける対抗措置の具体的内容

原則として、新株予約権の無償割当てを行うことといたします。

　

　ｃ　本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成26年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとしております。

ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決

議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたしま

す。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がな

された場合には、本プランはその時点で廃止されるものといたします。 
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④上記の取組みに対する取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は以下の理由により、本プランが基本方針に従い、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に沿うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

Ａ　買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向

上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）をすべて充足しており、かつ、企業価

値研究会が平成20年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」にも準

じております。

　

Ｂ　当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、上記③Ａに記載のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという

目的をもって導入されているものであります。

　

Ｃ　株主意思を重視するものであること

本プランは、株主総会において株主の皆様にご承認をいただき導入したものであります。また、本プラ

ンの有効期間は、平成26年６月開催予定の定時株主総会終結の時までであり、その間の当社株主総会にお

いて本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止

されることになります。従いまして、本プランは株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなってお

ります。

　

Ｄ　独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する

決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社

の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しておりま

す。

　

Ｅ　合理的かつ客観的な発動要件の設定

本プランは、上記③Ｂａに記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されな

いように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しておりま

す。

　

Ｆ　デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、上記③Ｂｃに記載のとおり、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会に

より、いつでも廃止できるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締

役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社は、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代

を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　
(6) 従業員数

当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　
(7) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

　
(8) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に計画中であった主要な設備の新設について、

完了したものは、次のとおりであります。

　

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
投資額
（百万円）

完了年月

日通商事㈱ 東京都港区 販売 本社ビル 5,116平成24年9月

(注)　上記金額には消費税等は含まれておりません。

EDINET提出書類

日本通運株式会社(E04319)

四半期報告書

11/29



第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,988,000,000

計 3,988,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,062,299,281同左

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
1,000株で
あります。

計 1,062,299,281同左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年９月30日 ─ 1,062,299,281─ 70,175 ─ 26,908
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(6) 【大株主の状況】

平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11-3 95,219 9.0

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町二丁目6-1 65,464 6.2

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目7-3 50,294 4.7

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目8-11 44,137 4.2

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目2-1 41,500 3.9

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内一丁目3-3 41,477 3.9

日通株式貯蓄会 東京都港区東新橋一丁目9-3 37,688 3.5

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海一丁目8-11 21,401 2.0

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7-1 20,554 1.9

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT -
TREATY CLIENTS
（常任代理人　香港上海銀行東京
支店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000
AUSTRALIA
（東京都中央区日本橋三丁目11-1）

19,440 1.8

計 － 437,176 41.2

(注)　１．上記のほか当社所有の自己株式 19,891千株(1.9%)があります。

 ２．信託銀行各社の所有株式数は、信託業務に係るものであります。

 　　 ３．三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネ

ジメント株式会社及び、日興アセットマネジメント株式会社から、平成24年５月21日付で提出された大量保有

報告書により平成24年５月15日現在で56,042千株を保有している旨の報告を受けております。なお、当社とし

て、第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め

ておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4-1 48,125 4.5

三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社

東京都港区芝三丁目33-1 2,010 0.2

日興アセットマネジメント株式
会社

東京都港区赤坂九丁目7-1 5,907 0.6

計 － 56,042 5.3
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ―

議決権制限株式(その他) ─ ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

19,891,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

1,037,521,000
1,037,521 ―

単元未満株式
普通株式

4,887,281
― ―

発行済株式総数 1,062,299,281 ― ―

総株主の議決権 ― 1,037,521 ―

(注)　１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株（議決権10個）

含まれております。

 ２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式865株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成24年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
日本通運株式会社

東京都港区東新橋
一丁目９番３号

19,891,000 ─ 19,891,0001.9

計 ― 19,891,000 ─ 19,891,0001.9

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 187,797 194,826

受取手形 ※2
 15,880

※2
 13,968

売掛金 241,822 219,232

たな卸資産 ※3
 5,119

※3
 5,828

その他 138,436 149,495

貸倒引当金 △843 △776

流動資産合計 588,212 582,575

固定資産

有形固定資産

車両運搬具（純額） 18,796 18,824

建物（純額） 242,424 245,450

土地 169,870 170,408

その他（純額） 60,111 56,052

有形固定資産合計 491,203 490,735

無形固定資産 25,117 27,053

投資その他の資産

投資有価証券 86,764 77,331

その他 41,452 43,194

貸倒引当金 △1,785 △1,571

投資その他の資産合計 126,431 118,954

固定資産合計 642,752 636,743

資産合計 1,230,964 1,219,318

負債の部

流動負債

支払手形 ※2
 11,104

※2
 10,118

買掛金 135,158 114,726

短期借入金 78,556 76,882

未払法人税等 15,449 8,632

賞与引当金 19,532 19,207

その他の引当金 746 431

その他 161,053 185,657

流動負債合計 421,601 415,657

固定負債

社債 80,000 80,000

長期借入金 160,541 155,009

退職給付引当金 38,870 39,470

その他の引当金 584 535

その他 35,162 32,763

固定負債合計 315,158 307,779

負債合計 736,759 723,437
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 70,175 70,175

資本剰余金 26,908 26,908

利益剰余金 392,305 398,399

自己株式 △11,549 △11,634

株主資本合計 477,839 483,848

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,756 21,745

繰延ヘッジ損益 8 △2

為替換算調整勘定 △24,256 △23,206

その他の包括利益累計額合計 3,508 △1,463

少数株主持分 12,858 13,496

純資産合計 494,205 495,881

負債純資産合計 1,230,964 1,219,318
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

売上高 801,923 798,742

売上原価 752,657 746,744

売上総利益 49,265 51,997

販売費及び一般管理費 ※1
 35,337

※1
 36,254

営業利益 13,927 15,743

営業外収益

受取利息 245 306

受取配当金 2,377 2,016

持分法による投資利益 181 236

その他 4,363 4,438

営業外収益合計 7,168 6,997

営業外費用

支払利息 1,592 1,654

その他 421 469

営業外費用合計 2,013 2,124

経常利益 19,083 20,616

特別利益

固定資産売却益 2,217 3,199

その他 271 69

特別利益合計 2,489 3,269

特別損失

固定資産処分損 1,351 1,505

投資有価証券評価損 160 709

米国司法省和解金 1,614 －

特別加算退職金 － 1,030

その他 98 93

特別損失合計 3,225 3,338

税金等調整前四半期純利益 18,346 20,547

法人税等 7,949 8,538

少数株主損益調整前四半期純利益 10,397 12,009

少数株主利益 413 693

四半期純利益 9,983 11,315

EDINET提出書類

日本通運株式会社(E04319)

四半期報告書

18/29



【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 10,397 12,009

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,764 △6,047

繰延ヘッジ損益 △53 △11

為替換算調整勘定 1,215 1,069

持分法適用会社に対する持分相当額 △28 40

その他の包括利益合計 △2,630 △4,947

四半期包括利益 7,766 7,061

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,313 6,344

少数株主に係る四半期包括利益 453 717
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 18,346 20,547

減価償却費 23,014 22,166

特別加算退職金 － 1,030

米国司法省和解金 1,614 －

受取利息及び受取配当金 △2,623 △2,322

支払利息 ※2
 1,592

※2
 1,654

持分法による投資損益（△は益） △181 △236

売上債権の増減額（△は増加） 554 24,063

たな卸資産の増減額（△は増加） △458 △707

仕入債務の増減額（△は減少） △4,579 △23,261

その他 △2,414 5,320

小計 34,864 48,255

利息及び配当金の受取額 2,784 2,415

利息の支払額 ※2
 △1,691

※2
 △1,600

特別加算退職金の支払額 － △1,030

災害損失の支払額 △1,203 △164

法人税等の支払額 △5,018 △15,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,735 32,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △17,874 △21,205

固定資産の売却による収入 6,469 3,825

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △2,605

その他 △3,397 △1,034

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,803 △21,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △316 463

長期借入れによる収入 20,378 15,050

長期借入金の返済による支出 △23,054 △22,788

配当金の支払額 △5,213 △5,213

その他 △508 7,459

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,715 △5,029

現金及び現金同等物に係る換算差額 836 514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,052 7,115

現金及び現金同等物の期首残高 107,062 181,614

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 114,115

※1
 188,729
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　　重要な変更はありません。

　
【会計方針の変更等】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方

法によっております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
　

　１　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

株式会社ワールド流通セ
ンター

571百万円
株式会社ワールド流通セ
ンター

518百万円

株式会社神戸港国際流通
センター

495  〃
名古屋ユナイテッドコン
テナターミナル株式会社

856  〃

四日市港国際物流セン
ター株式会社

3  〃
従業員の住宅融資に対す
る保証

2  〃

従業員の住宅融資に対す
る保証

3  〃 日通商事U.S.A.株式会社 121  〃

日通商事U.S.A.株式会社 139  〃 　 　

計 1,214百万円 計 1,498百万円

　
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が四半期連結会

計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

受取手形 948百万円 864百万円

支払手形 1,709  〃 1,495  〃

　

※３ たな卸資産の内訳

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

商品及び製品 2,561百万円 2,822百万円

仕掛品 335  〃 516  〃

原材料及び貯蔵品 2,223  〃 2,489  〃
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(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

人件費 20,701百万円 20,804百万円

（うち賞与引当金繰入額） 2,684  〃 2,666  〃

（うち退職給付引当金繰入額） 793  〃 912  〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
　

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

現金及び預金 120,454百万円 194,826百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △6,180  〃 △5,945  〃

担保に供している定期預金 △157  〃 △151  〃

現金及び現金同等物 114,115百万円 188,729百万円

　

※２　前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日　至  平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」及び「利息の支払額」については、販売事業
(リース事業)で売上原価に算入されている金融費用（424百万円）を除いて表示しております。

　
当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日　至  平成24年９月30日)　

営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」及び「利息の支払額」については、販売事業
(リース事業)で売上原価に算入されている金融費用（338百万円）を除いて表示しております。
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日)

　
　1. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 5,213 5.00平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

　2. 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの
　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月31日
取締役会

普通株式 5,213 5.00平成23年９月30日 平成23年12月２日 利益剰余金

　

  3. 株主資本の著しい変動

　　　 剰余金の配当

　　　　「1. 配当金支払額」に記載のとおりであります。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日)

　
　1. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 5,213 5.00平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

　

　2. 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの
　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月31日
取締役会

普通株式 5,212 5.00平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

　　　

　3. 株主資本の著しい変動

　　   剰余金の配当

　　　　「1. 配当金支払額」に記載のとおりであります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

　

運送

国内会社 海外会社

複合事業 警備輸送 重量品建設 航空 海運 米州 欧州

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 347,03729,38119,201100,85559,51916,11120,890

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2,984 13 160 666 4,375 5,345 2,379

計 350,02129,39419,362101,52163,89421,45723,269

セグメント利益 1,766 1,122 1,777 1,225 3,155 432 932

　

　

運送

販売 その他 計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

海外会社

東アジア
南アジア・
オセアニア

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 33,14820,042145,29210,443801,923 － 801,923

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2,860 1,27731,9489,12061,133△61,133 －

計 36,00821,319177,24119,564863,056△61,133801,923

セグメント利益 783 564 3,080 543 15,384△1,45613,927

(注) １  セグメント利益の調整額△1,456百万円には、セグメント間取引消去△805百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△657百万円が含まれております。全社費用は、主に企業イメージ広告に要した費用及び提

出会社本社のグループ会社部門等管理部門に係る費用であります。

２  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

　

運送

国内会社 海外会社

複合事業 警備輸送 重量品建設 航空 海運 米州 欧州

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 342,99229,39819,02992,84458,75620,81920,196

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

3,041 13 147 691 4,288 5,265 2,046

計 346,03429,41119,17793,53563,04426,08522,242

セグメント利益 1,511 923 1,839 1,888 3,085 978 569

　

　

運送

販売 その他 計
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

海外会社

東アジア
南アジア・
オセアニア

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 31,72321,332152,4939,153798,742 － 798,742

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2,700 1,28231,2739,97260,723△60,723 －

計 34,42322,615183,76719,126859,465△60,723798,742

セグメント利益 795 1,040 3,288 638 16,560△817 15,743

(注) １  セグメント利益の調整額△817百万円には、セグメント間取引消去△154百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△685百万円が含まれております。全社費用は、主に企業イメージ広告に要した費用及び提出

会社本社のグループ会社部門等管理部門に係る費用であります。

２  セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３  第１四半期連結会計期間より、従来の「航空・旅行」について「航空」へ名称変更いたしました。これに伴

い、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の名称を用いております。　　　　　　　　　なお、当該変

更は、名称変更のみであり、事業区分の方法に変更はありません。

　

EDINET提出書類

日本通運株式会社(E04319)

四半期報告書

26/29



　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 9円57銭 10円85銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 9,983 11,315

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 9,983 11,315

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,042,731 1,042,652

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　
　
　

２ 【その他】

中間配当

平成24年10月31日開催の取締役会において、平成24年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された

株主又は質権者に対し、次のとおり中間配当を行う旨を決議いたしました。

①中間配当金（１株につき）                                5.00円

②中間配当金総額　　　　　　　　　　　　　　　　 5,212,037,080円

③支払請求権の効力発生日並びに支払開始日　　　　平成24年12月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年11月14日

日本通運株式会社

取　締　役　会 　 御　中

　
新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　石　　川　　純　　夫　　印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    大   下   内     徹     印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　野　原　　徳　郎    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本
通運株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平
成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９
月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本通運株式会社及び連結子会社の平成24年
９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・
フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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